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【お問い合わせ】 弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所 
代表社員弁護士：木村哲也 受付時間：午前９時～午後５時 

電話番号 ０１２０－１４６－１１１ FAX０１７８－３８－９２３０ http://hachiben.jp/ 
〒031-0042 青森県八戸市十三日町１ ヴィアノヴァ６階 

 

当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関

連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとし

てお送りさせていただいております。当事務所の近況やご挨拶のほ

か、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。 
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当事務所では、企業における残業代問題に関するご相談・ご依頼を承っております。

今回のニュースレターでは、企業が陥る残業代問題のよくある落とし穴について、解説

させていただきます。 

１ 残業代込みの基本給なので残業代を支払っていない 

    従業員に対して「残業代込みの基本給である」旨を説明し、残業代を支払っていな

い例が見られます。しかし、このような取り扱いは通用しません。毎月定額で支払う

給与の中に残業代を含めるのであれば、「固定残業代」の制度を利用しなければなりま

せん。例えば、給与月額２３万円について、基本給が２０万円、２０時間までの固定

残業代が３万円と取り決めるなどです。このような取り決めをした場合には、実際の

残業が２０時間未満であっても、固定残業代３万円を支払う必要があります。固定残

業代の取り決めの有効要件は、雇用契約書等に明記するなどして従業員と合意してい

ること、基本給部分と残業代部分が明確に区分されていることなどです。 

  ２ 管理職なので残業代を支払っていない 

課長、部長などの管理職であるとして、残業代を支払っていない例が見られます。

しかし、管理職だからと言って、直ちに残業代を支払う必要がないわけではありませ

ん。法律上、「管理監督者」に該当すれば残業代の支払を免れますが、管理職と管理監

督者とはイコールではありません。管理監督者に該当するためには、労働時間の規制

の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容および責任・権限（経営方針、企画

立案、人事労務など）を有すること、一般の従業員と比較してその地位と権限に相応

しい相応の待遇がなされていることなどが要件となります。要件を満たさない管理職

には、残業代を支払う必要があります。また、管理監督者に該当する場合であっても、

午後１０時～午前５時の深夜労働に係る割増賃金の支払を免れることはできません。 

３ 労働時間と残業代をカウントしていない 

    残業代問題が発生する企業では、労働時間と残業代をきちんとカウントしていない

ことが多いです。これは、上記のように「残業代込みの基本給なので残業代を支払っ

ていない」、「管理職なので残業代を支払っていない」などの誤りに陥っている企業で

は、ほとんどが犯しているミスであると言えます。また、固定残業代の制度を活用し

たとしても、固定残業代として取り決めた残業時間をオーバーすれば、オーバー分の

残業代を支払わなければなりません。管理監督者についても、深夜労働に係る割増賃

金を支払う必要がありますので、いずれにしても、労働時間と残業代をきちんと管理

することは必須の対応です。 

残業代問題についてお悩みの企業様は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。 
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